
松江市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

松江市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則（平成 17 年松江市規則第 245

号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。

改正後 改正前

様式第 1 号 別紙のとおり 様式第 1 号 別紙のとおり

様式第 3 号 別紙のとおり 様式第 3 号 別紙のとおり



様式第 1 号(第 4 条関係)

駐車施設設置(変更)承認申請書

年 月 日

（あて先）松江市長

申請者 住 所

氏 名

担当者 電話

松江市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第 10 条第 2 項の規定により、駐車

施設の設置(変更)の承認を申請します。

注

1 申請者、使用承諾者が法人等の場合は、住所欄にはその所在地を、氏名欄にはその名称

及び代表者の氏名を記入してください。

2 使用承諾者の欄に関し、権利関係を証するために登記事項証明書又は使用承諾書若し

くは賃貸契約書等の写しを添付してください。使用承諾者が複数となる場合は、別葉とし

てください。

3 変更承認申請の場合にあっては、変更しようとする事項を朱書してください。

4 この申請書は、2 通提出してください。

駐

車

施

設

設 置 場 所 松江市 敷 地 か ら の 距 離 m

権 利 の 区 別 所有地・借地

敷 地 駐車施設設置建築物

使 用

承 諾 者

住 所

氏 名

規 模

区 分
設 置 す る 駐 車 区 画

総 台 数
× m × m × m × m

平 面 式 台 台 台 台 台

立 体 式 台 台 台 台 台

特 殊 装 置 ― ― ― ― 台

合 計 台 台 台 台 台

当 該 建 築 物 敷 地 内 台 台 台 台 台

条 例 に よ る 基 準 台以上 台以上 台以上 台以上 台以上

特 殊 装 置 の 種 別 認 定 番 号 名 称

駐
車
施
設
を
附
置
す
べ
き
建
築
物

所 在 地 松江市

工 事 の 種 別 新築・増築・改築・用途変更

用途、

延 べ

面 積

及 び

戸 数

特 定 用 途 非 特 定 用 途

店舗・百貨店・旅館・ホテル・料理店・飲食店・バー・キ

ャバレー・劇場・映画館・集会場・遊技場・病院・卸売市

場・事務所・工場・倉庫・公会堂・体育館・ボーリング場・

共同住宅・その他( )

住 宅

その他( )

百貨店その他の店舗

特定用途(百貨店そ

の他の店舗及び共同

住宅を除く。)

共同住宅及び

非特定用途
駐車施設 計

m2 m2 m2 m2 m2

大規模な事務所の特例による面積 m2

共同住宅の戸数 戸

駐 車 施 設 を 附 置

で き な い 理 由

＜改正後＞



＜改正前＞

様式第1号(第4条関係)

駐車施設設置(変更)承認申請書

年 月 日

(あて先)松江市長

申請者 住 所

氏 名

担当者 電話

松江市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第10条第2項の規定により、駐車

施設の設置(変更)の承認を申請します。

注

1 申請者、使用承諾者が法人等の場合は、住所欄にはその所在地を、氏名欄にはその

名称及び代表者の氏名を記入してください。

2 使用承諾者の欄に関し、権利関係を証するために登記事項証明書又は使用承諾書若

しくは賃貸契約書等の写しを添付してください。使用承諾者が複数となる場合は、別

葉としてください。

3 変更承認申請の場合にあっては、変更しようとする事項を朱書してください。

4 ※印の欄は、記入しないでください。

5 この申請書は、2通提出してください。

駐

車

施

設

設 置 場 所 松江市 建築物からの距離 m

権 利 の 区 別 所有地・借地

敷 地 駐車施設設置建築物

使 用

承 諾 者

住 所

氏 名

規 模

区 分 面 積
設 置 す る 駐 車 区 画

総 台 数
× m × m × m × m

平 面 式 m2 台 台 台 台 台

立 体 式 m2 台 台 台 台 台

特殊装置 m2 ― ― ― ― 台

合 計 m2 台 台 台 台 台

当該建築物敷地内 m2 台 台 台 台 台

※条例による基準 ― 台以上 台以上 台以上 台以上 台以上

特 殊 装 置 の 種 別 認定番号 名 称

駐
車
施
設
を
附
置
す
べ
き
建
築
物

所 在 地 松江市

工 事 の 種 別 新築・増築・改築

用 途

及 び

規 模

特 定 用 途 非特定 用途

店舗・百貨店・旅館・ホテル・料理店・飲食店・バー・

キャバレー・劇場・映画館・集会場・遊技場・病院・卸

売市場・事務所・工場・倉庫・公会堂・体育館・ボーリ

ング場・その他( )

住 宅

その他( )

特 定 用 途 部 分 非特定用途部分 駐 車 施 設 計

m2 m2 m2 m2

※大規模な事務所の特例による面積 m2

駐車施設を附置

で き な い 理 由



様式第 3 号(第 6 条関係)

駐 車 施 設 設 置(変 更)届 出 書

年 月 日

（あて先）松江市長

届出者 住 所

氏 名

担当者 電話

松江市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第 13 条の規定により、下記のとお

り届け出ます。

記

注

1 届出者が法人等の場合は、住所欄にはその所在地を、氏名欄にはその名称及び代表者の

氏名を記入してください。

2 変更届出の場合にあっては、変更しようとする事項を朱書してください。

3 建築物が 2 棟以上の場合は、種別ごとの延べ面積、各階床面積は別に棟別調書を添付

してください。

4 この届出書は、2 通提出してください。

駐

車

施

設

設 置 場 所 松江市

第 10 条 第 2 項 承 認 年 月 日 第 号

権 利 の 区 別 所 有 地 ・ 借 地

規 模

区 分
設 置 す る 駐 車 区 画

総 台 数
× m × m × m × m

平 面 式 台 台 台 台 台

立 体 式 台 台 台 台 台

特 殊 装 置 ― ― ― ― 台

合 計 台 台 台 台 台

当 該 建 築 物 敷 地 外 台 台 台 台 台

条 例 に よ る 基 準 台以上 台以上 台以上 台以上 台以上

特 殊 装 置 の 種 別 認 定 番 号 名 称

駐
車
施
設
を
附
置
す
べ
き
建
築
物

所 在 地 松江市

敷 地 面 積 m2 工事種別 新築・増築・改築・用途変更

建築物

用 途

特 定 用 途 非 特 定 用 途

店舗・百貨店・旅館・ホテル・料理店・飲食店・バー・キ

ャバレー・劇場・映画館・集会場・遊技場・病院・卸売市

場・事務所・工場・倉庫・公会堂・体育館・ボーリング場・

共同住宅・その他( )

住 宅

その他( )

種 別 ご

と の 延

べ 面 積

(m2)

百貨店その

他の店舗

特定用途(百

貨店その他の

店舗及び共同

住宅を除く。)

共同住宅及び

非特定用途
駐 車 施 設

大規模な事務

所の特例面積

新 築

増 築

用 途 変 更

既 存

合 計

各 階

床 面 積

(m2)

階 別 階 階 階 階 階 階 合 計

百 貨 店 そ の 他 の 店 舗

特定用途 (百貨店その他の店舗

及び共同住宅を除く。)
共同住宅及び非特定用途

駐 車 施 設

共同住宅の戸数 戸

＜改正後＞



＜改正前＞

様式第3号(第6条関係)

駐 車施設設置(変更)届出書

年 月 日

(あて先)松江市長

届出者 住 所

氏 名

担当者 電話

松江市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第13条の規定により、下記のと

おり届け出ます。

記

注

1 届出者が法人等の場合は、住所欄にはその所在地を、氏名欄にはその名称及び代表

者の氏名を記入してください。

2 変更届出の場合にあっては、変更しようとする事項を朱書してください。

3 建築物が2棟以上の場合は、種別ごとの延べ面積、各階床面積は別に棟別調書を添

付してください。

4 ※印の欄は、記入しないでください。

5 この届出書は、2通提出してください。

駐

車

施

設

設 置 場 所 松江市

第 10条第 2項承認 年 月 日 第 号

権 利 の 区 別 所 有 地 ・ 借 地

規 模

区 分 面 積
設 置 す る 駐 車 区 画

総 台 数
× m × m × m × m

平 面 式 m2 台 台 台 台 台

立 体 式 m2 台 台 台 台 台

特 殊 装 置 m2 ― ― ― ― 台

合 計 m2 台 台 台 台 台

当該建築物敷地外 m2 台 台 台 台 台

※条例による基準 ― 台以上 台以上 台以上 台以上 台以上

特 殊 装 置 の 種 別 認定番号 名 称

駐
車
施
設
を
附
置
す
べ
き
建
築
物

所 在 地 松江市

敷 地 面 積 m2 工事種別 新築・増築・改築

建築物

用 途

特 定 用 途 非特定 用途

店舗・百貨店・旅館・ホテル・料理店・飲食店・バー・

キャバレー・劇場・映画館・集会場・遊技場・病院・卸

売市場・事務所・工場・倉庫・公会堂・体育館・ボーリ

ング場・その他( )

住 宅

その他( )

種 別 ご

と の 延

べ 面 積

(m2)

特 定 用 途 非特定用途 駐 車 施 設 ※特例面積

新 築

増 築

用途変更

既 存

合 計

各 階

床 面 積

(m2)

階 別 階 階 階 階 階 階 階 階 階 合 計

特 定 用 途

非 特 定 用 途

駐 車 施 設



附 則

（施行期日）

1 この規則は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

2 この規則の施行の日から起算して 6 月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に

着手するものに係る様式については、なお従前の例による。


